
鳥取県重度障がい児者利用施設基盤整備事業補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下

「規則」という。）第４条の規定に基づき、鳥取県重度障がい児者利用施設基盤整備

事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において、「重度障がい児者」とは、鳥取県重度障がい児者支援事業

実施要綱（平成２６年３月２７日付第２０１３００２０４１１４号鳥取県福祉保健部

長通知。）第２条に掲げるものをいう。 
 

（交付目的） 

第３条 本補助金は、重度障がい児者を受入れる社会福祉法人等が行なう施設整備に対して

助成を行うことにより、重度障がい児者の受け入れ先の確保及び保護者の負担、不安を軽

減すること並びに重度障がい児者の支援体制の充実を図ることを目的として交付する。 

 
（補助金の交付） 

第４条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補

助事業」という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金

を交付する。 
２ 本補助金の額は、別表の第３欄に掲げる額から別表の第４欄に掲げる額を減じて算

出する別表の第５欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の額に第６欄に

定める率を乗じて得た額以下とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てるものとする。 
３ 鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実

施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請は、知事が別に定める日までに行なわなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ 

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第６条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行 

うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 
 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則１２条第１項の知事が別に定める変更は、本補助金の増額及び２割を超え

る減額以外の変更とする。 

２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 



（実績報告の時期等） 

第８条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければな

らない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中

止若しくは廃止の日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の  

４月３０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書 
類は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 
 

（財産の処分制限） 

第９条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律施行令（昭和３５年政令第５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚

生労働大臣が別に定める財産の処分制限期間とする。 

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

（２） その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に

定めるもの 

３ 第６条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 

 

（雑則） 

第１０条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項 

は、福祉保健部長が別に定める。 

 

  附 則 
この要綱は、平成２６年８月５日から施行する。  

 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 



別表 

※ 交付決定された年度の翌年度末までに、正当な理由なく重度障がい児者の受入れがなかった場合は、本事業に係る補助金を返還させる

ことがある。 
 

１ 補助事業 ２ 事業実施主体 ３ 算定基礎額 ４ 国庫補助基準額 ５ 補助対象経費 ６ 補助率 

重度障がい

児者利用施設

基盤整備事業 

 

 

 

 

 

 

重度障がい児者

の受け入れを前提

として、生活介護、

共同生活援助、放課

後等デイサービス、

短期入所事業所の

施設整備をする社

会福祉法人等 

社会福祉施設等施設整備

費国庫補助金交付要綱（平成

１７年１０月５日厚生労働

省発社援第１００５００３

号厚生労働事務次官通知） 

（以下、「国庫補助金交付要

綱」という。）の別表におけ

る対象経費。 

対象経費における工事費

及び工事事務費は、国庫補助

に係る協議における対象経

費の実支出予定額を限度と

する。 

国庫補助金交付要綱の

別表における補助基準額

に４／３を乗じた額 

算定基礎額から国庫

補助基準額を減じた額 
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